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本助成金は、会員事業者が自社製品等の販路拡大を図るため展示会、見本市等に出展する際の費用の一

部を助成することにより、販路拡大の機会を増やし売上増加を図ることを目的としています。昨年１０月

から実施したところ７事業所にご利用いただきました。本年度も多数のご利用をお待ちしております。 

（助成対象者）郡上市商工会員事業者 

（助成対象費用）展示会、見本市等の出展に係る以下の費用が助成対象です。 

       ①出展小間料 ②小間装飾費等 ③宿泊費(商工会規程の範囲) 

④交通費（ガソリン代、高速道路代、公共交通機関の運賃） 

（助成限度額）助成対象費用の２分の１とし上限は５万円までです。 

なお、同一の補助対象者に対し、１会計年度内において１回に限るものとします。 

（実 施 期 間）平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までです。 

（助成金申請）交付を受けようとする事業所は、展示会等の出店に当たり事前申請が必要です。 

（出 展 例）「ケアメディカル産業展」「Rooms EXPERIENCE36」「FOODEX JAPAN」 

「国際食品・飲料店」「二子玉川クラフトフェア」「伊藤忠食品 FOODWAVE」 

「ニッポン全国物産展」                         ※お気軽にご相談ください！ 

 

 

郡上市八幡町島谷 130番地 1 

☎66-2311 FAX 66-2312 

 

料金後納 

 郵便 

ゆうメール 
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 毎年 10 月頃より年末調整に必要となる書類（証明書等）が送付されます。例年紛失される 

ケースも多く発生しており、スムーズな事務処理を行う為、下記の書類等をご準備いただきま 

すようお願い申し上げます。 

【準備いただくもの】 

  ①マイナンバー（該当者分）※取扱注意 

  ②源泉徴収簿（賃金台帳） 

  ③納付書（上半期の納付書もご持参下さい） 

  ④源泉徴収票 

⑤平成 30年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

⑥平成 30年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 

（保険会社等から送付された生命・地震保険料の控除証明書） 

⑦給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 

 

 

 

 ◆配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いの変更 

    ・平成 30 年分の年末調整における配偶者特別控除の取扱いが変更されました。 

◆配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正 

     ・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が 38 万円超 123 万円以下と 

され、次表のとおり改正されました。 

※ 合計所得金額が 1,000 万円超える所得者は、配偶者控除及び配偶者特別控除の   

   適用を受けることはできません。    

 ＜※詳細につきましては国税庁ホームページ（年末調整のしかた）でご確認下さい。＞ 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年末及び新年の各出張所の開設日につきましては本誌 12 月号でお知らせ致します。
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 発明・特許に関するみなさんの疑問や質問に弁理士

が無料でお答えする「発明・特許無料相談会」を郡上ビ

ジネスマッチングの会場内で開催します。 

主催：一般社団法人 岐阜県発明協会郡上支会 

 

                                                                  

 

 

消防団員がいる事業所の事業税を減税する『消防団協力事業所支援減税制度』が平成 32 年 3 月まで延長

されました。本制度を利用するには、市町村長から「消防団協力事業所」の認定を決算日より前に受けてい

て、かつ従業員が消防団活動に参加しやすくするための就業規則を整備し、労働環境を整えていることが必

要です。本制度の適用を受けると事業税の１/２が減税（１００万円を限度）されます。法人事業所では決算

日より１か月以内、個人事業所では３月１５日までに県税事務所へ事業税の減税申請が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

制度を活用される事業所様はお早めに岐阜県郡上総合庁舎内 中濃県事務所郡上駐在所（0575-67-1111）

もしくは郡上市商工会（0575-66-2311）へご相談ください。 

 

 

   『一人でも労働者を雇用する事業主は必ず労働保険に加入しなければなりません。』 

  「労働保険」とは労災保険と雇用保険の総称です。 

   加入手続きを行っていない事業主の方は、すぐに手続きをお願いします。 

※ パートタイム労働者も、一週間の所定労働時間が 20 時間以上で、かつ雇用見込みが 

31 日以上である場合は雇用保険に加入しなければなりません。 

なお、平成 29 年 1 月 1 日より、65 歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。 

 

詳しくは、岐阜労働局または労働基準監督署・ﾊﾛｰﾜｰｸ・商工会迄お問い合わせ下さい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

11月は労働保険適用推進月間です‼…労働保険の手続きはお済みですか。 

郡上市消防本部に「消

防団協力事業所」認定

を受ける。 

※決算日前までに 

決算日が過ぎたら県税事

務所に減税申請をする。 

※法人は 1カ月以内、 

個人は 3/15までに 

自社の消防団員が消

防活動をするのに配

慮した就業規則等を

整備しておく。 

第８回 郡上ビジネスマッチング 同日開催 

発明・特許無料相談会のご案内 
日 時 ： 平成 30年 11月 21日（水） 

10:00～17:00まで 

会 場 ： 郡上市産業プラザ １階相談室 

      （郡上市八幡町島谷 130-1） 

相談料 ： 無料 

予 約 ： ☎６７－１８０８ ※当日予約可 

     （郡上市商工観光部商工課） 
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 １１月 １２月 

大和 火  6 １3 20 27 ４ 11 18 25 

白鳥 木 1 8 １5 22 29 ６ 13 20 27 

高鷲 水  7 １4 21 28 5 12 19 26 

美並 木 1 8 １5 22 29 ６ 13 20 27 

明宝 木 1 8 １5 22 29 ６ 13 20 27 

和良 水  7 １4 21 28 5 12 19 26 

※都合により出張所開設日であっても閉所させていただくことがあります。 

ご理解のほど宜しくお願いします。 

融資制度名 利率（％） 保証率（％） 適用
経営改善 貸付 1.11 -
普 通 貸 付 2.06～2.65 - ※
創 業 ロ ー ン 0.90 -

1.9 0.8 創 業
2.1 0.45～1.9 異 業 種

市 小 口 融 資 0.75 0.5～2.2

　　　※　借入のご契約によって異なります

市チャレンジ
支援資金

 
平成30年10月31日現在

毎月第２、第４（水）10：00～ 

☎66-2311（商工会へ事前予約が必要です） 

 日本政策金融公庫（国金）による金融相談窓口 

＜出張所開設カレンダー＞ 

着任のお知らせ 経営指導員 山下亮一 

10 月１日付で着任しました。 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３1 年『新春経済講演会』並びに 

『新年異業種交流会』の日程等決定しました！ 

 

  新春の恒例となりました「新春経済講演会」と「新年異業種交流会」を 

下記のとおり開催します。郡上市内全域の商工業者の方が一堂に集います。 

会員の皆様方の多くの参加をお待ちしています。 

・期 日：平成３１年１月 22 日（火）午後３時～ 新春経済講演会 

                  午後５時～ 新年異業種交流会 

・講 師：読売新聞特別編集委員 橋 本 五 郎 氏 

・演 題：【どうなる日本の政治と経済】  

  ※日本 TV「スッキリ！！」 

   読売 TV「ｳｪｰｸｱｯﾌﾟ！プラス」「情報ﾗｲﾌﾞﾐﾔﾈ屋」等多数出演中 

 

 

支援内容 11月相談日 12月相談日

金融 ８日（木） ６日（木）

経営 ９日（金）／26日（月） ４日（火）／２５日（火）

法律 29日（木） ２５日（火）

税務 ５日（月） １０日（月）

労務 ７日（水）／21日（水） ５日（水）／１２日（水）

知的財産 20日（火） ２０日（木）

注：相談は予約制となります。
事前に☎66-2311までご連絡下さい。

専門家相談窓口カレンダー

◆ ◆ 

◆ ◆ 


